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(57)【要約】
ダイヤフラム材料が、流体要素サブタイプに従って、降
伏点、耐化学性、通気性、および他の性質のために個別
に選択される、空気圧動作型ダイヤフラム部材を含有す
る、複数の回路要素サブタイプを有する、流体カートリ
ッジおよびその製造が提供される。各個別ダイヤフラム
部材の材料組成が、製造中に各種材料から選択され得る
、カートリッジの内側のダイヤフラム部材、およびポン
プ、弁、通気孔、廃棄物容器、試薬貯留部、および光学
窓を伴うキュベットを含む、能動および受動回路要素と
してダイヤフラム部材を有する流体回路を形成するため
の原位置縁結合装飾法のプロセスも提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　４つのスタック型本体層、すなわち、本体層１、本体層２、本体層３、および本体層４
で形成される本体を備える、流体デバイスであって、前記本体は、流体を移動させるため
の油圧マイクロ回路を封入し、前記流体デバイスは、前記油圧マイクロ回路内の前記流体
の移動が、それに動作可能に連結された空気圧マイクロ回路の少なくとも１つのダイヤフ
ラム部材によって電力供給および制御されるように構成される、流体デバイス。
【請求項２】
　前記スタックの前記油圧マイクロ回路は、前記スタックの前記第２の本体層内に形成さ
れ、前記スタックの前記空気圧マイクロ回路は、その前記第３の層内に形成される、請求
項１に記載の流体デバイス。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのダイヤフラム部材は、前記第２の本体層と前記第３の本体層との
間で密閉されて挟持される、請求項１または２に記載の流体デバイス。
【請求項４】
　前記第１の本体層および前記第４の本体層は、キャッピング層である、請求項１～３の
いずれか１項に記載の流体デバイス。
【請求項５】
　前記第２の層および前記第３の層は、成形部材である、請求項１～４のいずれか１項に
記載の流体デバイス。
【請求項６】
　前記第２の層および前記第３の層は、積層部材である、請求項１～４のいずれか１項に
記載の流体デバイス。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのダイヤフラム部材は、縁結合装飾法によって形成される、請求項
１～６のいずれか１項に記載の流体デバイス。
【請求項８】
　複数のダイヤフラム部材が、前記第２の本体層と前記第３の本体層との間で密閉されて
挟持される、請求項１～７のいずれか１項に記載の流体デバイス。
【請求項９】
　前記複数のダイヤフラム部材は、複数の薄膜材料を備え、前記複数の薄膜材料は、異種
である、請求項８に記載の流体デバイス。
【請求項１０】
　前記複数のダイヤフラム部材は、
　ａ）エラストマー薄膜、
　ｂ）不可逆的に伸張可能な薄膜、
　ｃ）通気性薄膜、
　ｄ）エラストマー通気性薄膜、
　ｅ）不可逆的に伸張可能な通気性薄膜、
　ｆ）親水性薄膜、
　ｇ）疎水性薄膜、
　ｈ）感破裂性薄膜、および
　ｉ）耐破裂性薄膜
　から選択される、少なくとも２つの薄膜の種類を備える、請求項８に記載の流体デバイ
ス。
【請求項１１】
　流体を移動させるための油圧マイクロ回路を封入する本体を備える、流体デバイスであ
って、前記流体デバイスは、前記油圧マイクロ回路内の前記流体の移動が、それに動作可
能に連結された空気圧マイクロ回路のダイヤフラム部材によって電力供給および制御され
、前記ダイヤフラム部材が縁結合装飾法のプロセスによって形成されるように、構成され
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る、流体デバイス。
【請求項１２】
　前記縁結合プロセスは、定位置で前記ダイヤフラムを切削溶接するための少なくとも１
つのレーザを採用する、請求項１１に記載の流体デバイス。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのレーザは、２マイクロメートル～１２マイクロメートルの周波数
で動作する、請求項１２に記載の流体デバイス。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのレーザは、ＣＯ２レーザである、請求項１２に記載の流体デバイ
ス。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのレーザは、約２ｕｍで出力を有する、ツリウム・ホルミウム（Ｈ
ｏ）ファイバレーザである、請求項１１に記載の流体デバイス。
【請求項１６】
　前記レーザは、Ｘ－Ｙ－Ｚテーブル上に搭載され、第１の成形本体部品に適用された薄
膜ロールストックからダイヤフラムを切削溶接するために構成される、請求項１１に記載
の流体デバイス。
【請求項１７】
　流体を移動させるための油圧マイクロ回路を封入する本体を備える、流体デバイスであ
って、前記油圧マイクロ回路内の前記流体の移動は、それに動作可能に連結された空気圧
マイクロ回路のダイヤフラム部材によって電力供給および制御され、前記ダイヤフラム部
材は、縁結合装飾法のプロセスによって形成される、流体デバイス。
【請求項１８】
　前記縁結合プロセスは、少なくとも、定位置で前記ダイヤフラム部材を結合および切断
するための機械デバイスを採用する、請求項１７に記載の流体デバイス。
【請求項１９】
　前記結合プロセスは、超音波溶接、熱溶接、溶剤溶接、または接着から選択される、請
求項１７に記載の流体デバイス。
【請求項２０】
　縁結合装飾法によって流体カートリッジの本体の内側で機能的ユニットとして組み立て
られる各種ダイヤフラムを印刷するための方法であって、
　Ａ）その上に配置された流体空洞特徴が流体回路を画定する、流体面とともに第１の成
形プレートを形成するステップと、
　Ｂ）その上に配置された空気圧空洞特徴が空気圧回路を画定する、空気圧面とともに第
２の成形プレートを形成するステップであって、前記空気圧回路の前記特徴は、前記流体
回路の前記特徴と界面接触し、それらを操作するように設計される、ステップと、
　Ｃ）前記空気圧面を第１のフィルム材料のシートと接触させ、そこから第１のダイヤフ
ラム部材を鋲留めして切断するステップであって、前記第１のダイヤフラム部材は、第１
の空気圧空洞を覆い、その周囲にエプロンを形成するように切断される、ステップと、
　Ｄ）前記空気圧面を第２のフィルム材料のシートと接触させ、そこから第２のダイヤフ
ラム部材を鋲留めして切断するステップであって、前記第２のダイヤフラム部材は、第２
の空気圧空洞を覆い、その周囲にエプロンを形成するように切断される、ステップと、
　Ｅ）前記第１の成形プレートの前記流体面を前記第２の成形プレートの前記空気圧面に
結合および融合し、それによって、前記流体カートリッジの前記本体の内側で前記第１お
よび第２のダイヤフラム部材を密閉するステップであって、前記ダイヤフラム部材の各エ
プロンは、対向流体空洞から下層の空気圧空洞を分離するよう、前記流体面と前記空気圧
面との間で密閉されて挿入する、ステップと、
　を含み、前記第１のシートおよび前記第２のシートは、異種薄膜材料から成る、
方法。
【請求項２１】
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　第１のシートおよび前記第２のシートは、
　ａ）エラストマー薄膜、
　ｂ）不可逆的に伸張可能な薄膜、
　ｃ）通気性薄膜、
　ｄ）エラストマー通気性薄膜、
　ｅ）不可逆的に伸張可能な通気性薄膜、
　ｆ）親水性薄膜、
　ｇ）疎水性薄膜、
　ｈ）感破裂性薄膜、および
　ｉ）耐破裂性薄膜
　から選択される、異種材料である、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　組立ステップａ－ｆの後に不可逆的に伸張可能なダイヤフラム部材を過剰伸張させるス
テップをさらに含み、前記過剰伸張させるステップは、前記ダイヤフラムを原位置で折り
畳み式ブリスター形状に伸張させるために十分な力を印加するステップを含む、請求項２
１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記機能的ユニットは、空気油圧弁、ポンプ、通気孔、キュベット、試薬貯蔵チャンバ
、および廃棄物チャンバを備える、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　各機能的ユニットは、自動プロセスで各種シートまたはロール原料から切断されるダイ
ヤフラム部材を備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　キャッピングフィルム層を前記第２の成形プレート上の前記空気圧面の反対側の外面に
結合または融合するステップをさらに含み、前記外面は、前記空気圧回路と空気圧連通し
ている、少なくとも１つのチャネル、チャンバ、通気孔、ビア、または入口を備える、請
求項２０～２４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２６】
　キャッピングフィルム層を前記第１の成形プレート上の前記流体面の反対側の外面に結
合または融合するステップをさらに含み、前記外面は、前記流体回路と流体連通している
、少なくとも１つのチャネル、チャンバ、通気孔、ビア、または入口を備える、請求項２
０～２５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２７】
　流体回路のためのマイクロポンプであって、
　Ａ）その中にポンプ空洞を有する、プラスチック本体であって、前記ポンプ空洞は、そ
の間に前記ポンプ空洞を封入する、第１の表面および第２の表面によって画定され、前記
第２の表面は、前記空洞を境界する穴縁で前記第１の表面に並置する、プラスチック本体
と、
　Ｂ）その周囲で周辺的に画定されたエプロンを伴うダイヤフラム部材であって、前記エ
プロンは、前記第２の表面から前記第１の表面を分離するよう、前記穴縁の下で前記本体
に密閉されて挿入される、ダイヤフラム部材と、
　Ｃ）前記第１の表面を通して前記空洞に進入する、第１の流体チャネルと、
　Ｄ）前記第２の表面を通して前記空洞に進入する、第１の空気圧チャネルと、
　を備え、
　前記ダイヤフラム部材は、それに印加された空気圧によって、前記第２の表面に対して
可逆的に偏向され、かつそこから後退させられ、それによって、前記第１のチャネルを通
して流体を送出するための「吸引ストローク」および「変位ストローク」を有することが
可能であり、
　ａ）前記ダイヤフラム部材は、力が折り畳み式ブリスターとしてフィルムを永久的に変
形させるように降伏強度を有する、フィルムであり、
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　ｂ）前記ダイヤフラム部材は、ポリエチレンの層の間に配置された塩化ビニリデンポリ
マー層を有する、フィルムであり、
　ｃ）前記ダイヤフラム部材は、ポリエチレンの層の間に配置されたポリエチレンテレフ
タレート／塩化ビニリデンサンドイッチを備える、フィルムであり、
　ｄ）前記ダイヤフラム部材は、エラストマーであり、
　ｅ）前記ダイヤフラム部材は、ポリエチレンテレフタレートを含み、
　ｆ）前記ダイヤフラム部材は、湿潤させられたときでさえも空気圧に応答してガスが双
方向性に伝送されるように、通気性ポリマーフィルムを含み、
　ｇ）前記ダイヤフラム部材は、疎水性、微孔性、ガス透過性のポリウレタンを含む、フ
ィルムであり、
　ｈ）前記ダイヤフラム部材は、湿潤が細孔を実質的に閉鎖するように、前記細孔を有す
る、実質的に親水性の通気性プラスチックフィルムを備え、または
　ｉ）前記ダイヤフラム部材は、実質的に親水性、微孔性、ガス透過性のポリウレタンエ
ラストマーである、マイクロポンプ。
【請求項２８】
　前記プラスチック本体は、成形または積層のプロセスによってそれぞれ形成される、少
なくとも２つの本体層を備え、前記ダイヤフラム部材の前記エプロンは、その第１の本体
層と第２の本体層との間で密閉されて挟持される、請求項２７に記載のマイクロポンプ。
【請求項２９】
　エプロンを伴う前記ダイヤフラムは、フィルムのシートまたはロールから形成され、レ
ーザ切断のプロセスによって前記第１の基板層に密閉または鋲留めされる、請求項２７～
２８のいずれか１項に記載のマイクロポンプ。
【請求項３０】
　空気圧制御チャネルが、前記第２の表面内のポートを通して前記空洞に流体的に接続さ
れる、請求項２７～２９のいずれか１項に記載のマイクロポンプ。
【請求項３１】
　前記空気圧制御チャネルは、負および正の空気圧パルスを前記空洞に供給し、それによ
って、前記ダイヤフラムのポンプストロークを制御することを可能にさせられる、請求項
２７～３０のいずれか１項に記載のマイクロポンプ。
【請求項３２】
　通気孔が、前記第２の表面内のポートを通して前記空洞に流体的に接続される、請求項
２７～３１のいずれか１項に記載のマイクロポンプ。
【請求項３３】
　流体回路のためのマイクロ弁であって、
　Ａ）油圧副次空洞および空気圧副次空洞の組み合わせによってその中に形成された弁空
洞を有する、プラスチック本体であって、前記油圧副次空洞は、前記空洞の第１の内面を
画定し、前記空気圧副次空洞は、前記空洞の第２の内面を画定する、プラスチック本体と
、
　Ｂ）その周囲で周辺的に画定されたエプロンを伴うダイヤフラム部材であって、前記エ
プロンは、前記第２の表面から前記第１の表面を分離するよう、前記穴縁の下で前記本体
に密閉されて挿入される、ダイヤフラム部材と、
　Ｃ）前記第１の表面内の第１のポートを通して前記弁空洞に進入する、第１の流体チャ
ネル、および前記第１の表面内の第２のポートを通して前記弁空洞に進入する、第２の流
体チャネルであって、前記マイクロ弁を通して液体を運搬するための流体チャネルと、
　Ｄ）前記第１のポートと前記第２のポートとの間の前記第１の表面上で画定される、弁
台と、
　を備え、
　前記ダイヤフラム部材は、前記空気圧副次空洞に印加された動作圧力によって、前記弁
台と可逆的に接触させられ、それによって、前記油圧空洞内の圧力より大きい前記空気圧
副次空洞内の圧力によって画定される「オフ」位置、および前記油圧空洞内の圧力より小
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さい前記空気圧副次空洞の圧力によって画定される「開放」位置を画定することが可能で
あり、
　ａ）前記ダイヤフラム部材は、力が折り畳み式ブリスターとしてフィルムを永久的に変
形させるように降伏強度を有する、フィルムであり、
　ｂ）前記ダイヤフラム部材は、ポリエチレンの層の間に配置された塩化ビニリデンポリ
マー層を有する、フィルムであり、
　ｃ）前記ダイヤフラム部材は、ポリエチレンの層の間に配置されるポリエチレンテレフ
タレート／塩化ビニリデンサンドイッチを備える、フィルムであり、
　ｄ）前記ダイヤフラム部材は、エラストマーであり、
　ｅ）前記ダイヤフラム部材は、ポリエチレンテレフタレートを含み、
　ｆ）前記ダイヤフラム部材は、湿潤させられたときでさえも空気圧に応答してガスが双
方向性に伝送されるように、通気性ポリマーフィルムを含み、
　ｇ）前記ダイヤフラム部材は、疎水性、微孔性、ガス透過性のポリウレタンを含む、フ
ィルムであり、
　ｈ）前記ダイヤフラム部材は、湿潤が細孔を実質的に閉鎖するように、前記細孔を有す
る実質的に親水性の通気性プラスチックフィルムを備え、または
　ｉ）前記ダイヤフラム部材は、実質的に親水性、微孔性、ガス透過性のポリウレタンエ
ラストマーである、マイクロ弁。
【請求項３４】
　前記プラスチック本体は、成形または積層のプロセスによってそれぞれ形成される、少
なくとも２つの本体層を備え、前記ダイヤフラム部材の前記エプロンは、その第１の本体
層と第２の本体層との間で密閉されて挟持される、請求項３３に記載のマイクロ弁。
【請求項３５】
　エプロンを伴う前記ダイヤフラムは、フィルムのシートまたはロールから形成され、レ
ーザ切断のプロセスによって前記第１の基板層に密閉または鋲留めされる、請求項３３～
３４のいずれか１項に記載のマイクロ弁。
【請求項３６】
　空気圧制御チャネルが、前記第２の表面内のポートを通して前記空洞に流体的に接続さ
れる、請求項３３～３５のいずれか１項に記載のマイクロ弁。
【請求項３７】
　前記空気圧制御チャネルは、負および正の空気圧パルスを前記空洞に供給し、それによ
って、前記ダイヤフラムのポンプストロークを制御することを可能にさせられる、請求項
３３～３６のいずれか１項に記載のマイクロ弁。
【請求項３８】
　通気孔が、前記第２の表面内のポートを通して前記空洞に流体的に接続される、請求項
３３～３７のいずれか１項に記載のマイクロ弁。
【請求項３９】
　前記弁は、前記空気圧空洞が大気圧にあるときに流体静力学的に駆動された流体流に対
する抵抗を伴わずに開放している、請求項３３～３８のいずれか１項に記載のマイクロ弁
。
【請求項４０】
　前記弁は、前記空気圧空洞が前記油圧チャンバ内の静水圧より大きい動作圧力で加圧さ
れるときに、流体静力学的に駆動された流体流の封鎖を伴って閉鎖される、請求項３３～
３９のいずれか１項に記載のマイクロ弁。
【請求項４１】
　前記マイクロ弁ダイヤフラムは、低密度ポリエチレン／エチレン酢酸ビニル／ポリ塩化
ビニリデン／エチレン酢酸ビニルおよび低密度ポリエチレン共同積層フィルムで形成され
る、請求項３３～４０のいずれか１項に記載のマイクロ弁。
【請求項４２】
　前記マイクロ弁ダイヤフラムは、ポリ塩化ビニリデンフィルムまたはその複合材料で形
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成される、請求項３３～４０のいずれか１項に記載のマイクロ弁。
【請求項４３】
　前記マイクロ弁ダイヤフラムは、低密度ポリエチレンフィルムまたはその複合材料で形
成される、請求項３３～４０のいずれか１項に記載のマイクロ弁。
【請求項４４】
　前記マイクロ弁ダイヤフラムは、エチレン酢酸ビニルフィルムまたはその複合材料で形
成される、請求項３３～４０のいずれか１項に記載のマイクロ弁。
【請求項４５】
　前記マイクロ弁ダイヤフラムは、ポリオレフィンフィルムまたはその複合材料で形成さ
れる、請求項３３～４０のいずれか１項に記載のマイクロ弁。
【請求項４６】
　前記マイクロ弁ダイヤフラムは、ポリエチレンテレフタレートフィルムまたはその複合
材料で形成される、請求項３３～４０のいずれか１項に記載のマイクロ弁。
【請求項４７】
　前記薄膜ウェブは、前記空洞内の前記力によって永久的に過剰伸張させられ、それによ
って、折り畳み式ブリスターを形成する、請求項３３～４６のいずれか１項に記載のマイ
クロ弁。
【請求項４８】
　前記ブリスターは、前記空気圧副次空洞が減圧されるときに非弾性的に折り畳む、請求
項４７に記載のマイクロ弁。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、概して、マイクロ流体デバイス等の流体デバイス、ならびに同デバイスの製造
および使用のための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
流体マイクロ回路が当技術分野で公知であり、ピストン駆動型デバイス等の機械システム
、動電学的ポンプおよび弁デバイス等の電気油圧システム、および空気油圧システムを含
む。これらのうち、空気圧アクチュエータおよび制御表面を伴う、これらのシステムが、
マイクロスケール流体流を制御することにおいて最も実用的であることが分かっている。
【０００３】
空気圧インターフェースを有する、ある種類の流体デバイスが、Ｍｉｃｒｏｎｉｃｓ，　
Ｉｎｃ．（Ｒｅｄｍｏｎｄ，　ＷＡ）によって製造されている。マイクロ流体チャネル中
の流体流の制御は、プログラム可能な弁論理に従ってプラスチックカートリッジ内のミリ
メートルサイズの弁を操作する、ＭＩＣＲＯＦＬＯＷ（Ｒ）システム空気圧コントローラ
を用いて達成される。小型ダイヤフラムが、カートリッジの空気圧側および油圧側を分離
し、すなわち、弁ダイヤフラムは、空気圧制御パルスを開始および停止流体流に変換する
ためのインターフェース要素である。カートリッジは、チャネルおよびチャンバがキャッ
ピング被覆層の間で密閉された状態で、積層を層毎に構築することによって形成される。
全てのダイヤフラムは、単一の層で形成される。このようにして、複雑な流体回路が形成
される。空気圧および油圧チャネルならびにチャンバは、カートリッジの空気圧運転およ
び油圧運転がエラストマーダイヤフラム層によって分離されるように形成される。ポリウ
レタンおよびＰＤＭＳで形成されたダイヤフラムが、この方法のために最適となっている
。未解決の問題は、回路要素のタイプまたはサブタイプに従ってダイヤフラム材料を変化
させることができる（例えば、通気性、耐化学性、破裂可能、エラストマー、非弾性等）
回路を製造する能力である。
【０００４】
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第２の未解決の問題は、ミリメートルおよびミリメートル未満の設置面積を有するマイク
ロ回路の製造可能性に関する。小型化は、単位面積あたりの回路構成要素のより高い密度
を有するデバイスの開発に有利である、利益を明らかにしているが、ミリメートルまたは
ミリメートル未満の規模での弁およびダイヤフラムは、現在の生産方法によって実現する
ことが困難となっている。
（マイクロポンプ）
【０００５】
例えば、診断、より一般的には、生命科学等で多数の用途を見出す、流体マイクロ回路技
術の最大限の利益を達成するために、小型ダイヤフラムポンプ要素が必要とされる。ダイ
ヤフラム駆動型ポンプは、機械的シールおよび潤滑剤の欠如を含む、それらの衛生特徴の
ため有利である。
【０００６】
小型ポンプは、概して、Ｗｉｌｄｉｎｇによって（例えば、米国特許第５３０４４８７号
および第５４９８３９２号で）開示されたが、開示自体は、流体マイクロ回路ポンプおよ
び弁を完全に有効にするために十分ではなかった。Ｗｉｌｄｉｎｇによって、シリコンか
ら微細加工されたポンプに関する、Ｖａｎ　Ｌｉｎｔｅｌ　［１９８８，　"Ａ　Ｐｉｅ
ｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｍｉｃｒｏｐｕｍｐ　Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　Ｍｉｃｒｏｍａｃｈｉ
ｎｉｎｇ　ｏｆ　Ｓｉｌｉｃｏｎ，"　Ｓｅｎｓｏｒｓ　ａｎｄ　Ａｃｔｕａｔｏｒｓ，
　１５：１５３－１６７］が引用された。シリコン系微小電気機械（ＭＥＭＳ）構造は、
概して、現代のプラスチックデバイスと互換性がない。
【０００７】
より高い圧縮率およびより大きい変位体積により、エラストマーダイヤフラム材料への関
心が高まっており、これは、流体動作において自己下準備の利点を提供する。例えば、ポ
リジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）およびシリコーンは、概して、薄いシートまたは関節
動作型ブロックを容易に形成し、ダイヤフラム材料として使用される。ラテックスゴムお
よび非晶質ポリウレタンも使用されている。フックの法則に従うエラストマー材料は、ダ
イヤフラムが弛緩状態でその元の形状に戻るという利点を有するが、これは、いくつかの
用途のみに有利であり、耐化学性の欠如と関係付けることができる。
（マイクロ弁）
【０００８】
弁に関係付けられる代表的な技術は、軟質で弾性のポリウレタンシートが、硬質アクリル
本体に形成された流動チャネルを覆って締め付けられる、米国特許第４３０４２５７号（
‘２５７弁）を含む。シートの一部を機械的に屈曲させるピストンを作動することによっ
て、２つの非連続流体チャネルの間の流体経路が開閉される。シートへのテンティング作
用は、弁の開放と関連付けられ、弁の閉鎖は、閉鎖位置への弾性シートの跳ね返りと関連
付けられる。シートが閉鎖されたときに弁座に接触し、シートが弁を開放するように弁座
を覆って位置する開口に引き込まれるように、シートは、弁座を覆ってシートへの組み込
み取付を有する、ソレノイド動作型ロッドによって２つの位置の間で機械的に屈曲させら
れる。
【０００９】
米国特許第４８４８７２２号の教示によると、‘２５７弁は、いくつかの不利点を有する
。機械的ソレノイド動作の繊細さ、および微調整の必要性に加えて、膜は、永久的伸張（
すなわち、その降伏点を過ぎた永久的変形または圧迫）危険性を伴う多大な応力を受ける
。膜のための凹状接触表面により、密閉領域が最大限化されるが、不利なことには、流体
が流動し始める前に、弁空洞のゼロではない有意な容積が充填されなければならない。
【００１０】
失効した米国特許第４８４８７２２号（‘７２２弁）では、弁座内でチャネル（３、４）
によって形成される開口が閉鎖される流動停止位置、および開口が流体的に合流する開放
位置に、２軸延伸ポリエチレンテレフタレート（ｂｏＰＥＴ）等の可撓性シートを押勢す
るために、圧力または真空源が使用される。弁座のステップランド（図９：６２）は、弁
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が閉鎖されたときにシート（８）によって接触される。シートは、弁の空気圧側に接着さ
れる。
【００１１】
米国特許第４８６９２８２号は、弁空洞を形成する２つの剛性層の間に挟持されたダイヤ
フラム層を有する、微細機械加工弁を説明する。ダイヤフラム層は、弁を閉鎖するように
制御回路内の印加された空気圧によって偏向させられる、ポリイミドで形成される。ダイ
ヤフラム運動は、ポリイミド層に過度の応力を加えることを回避するように制限される。
【００１２】
失効した米国特許第５６６０３７０号（‘３７０弁）は、可撓性ダイヤフラム（２）、お
よび２つの穴が形成される剛性層で形成された平坦な弁座を有する、弁（図１：１）を説
明し、各穴は、下位層内の流体チャネル（３、４）への開口部を画定し、穴は、弁台によ
って分離される。ダイヤフラムは、ポリウレタンまたはシリコーンで作製される。弁（５
）は、ダイヤフラムを空気圧で運動させることによって開放される。その降伏点を超えて
応力を加えられるシートの傾向を回避するために、平坦な弁座が、ダイヤフラム運動の必
要範囲を最小限化するように使用される。これはまた、弁のデッドスペース容積も縮小す
る。
【００１３】
接着剤を用いることなくともに直接結合された、複数のポリイミド層、好ましくは、ＫＡ
ＰＴＯＮ（Ｒ）フィルムを有する、流体マイクロ回路分析器、および流体流を制御するた
めの可撓性の空気作動型ダイヤフラム部材を教示する、ＹＳＩ　Ｉｎｃ．に対する米国特
許第５９３２７９９号で、類似構造が見られる。
【００１４】
２００２年１０月１７日に公開された、Ｍｉｃｒｏｎｉｃｓ，　Ｉｎｃ．に対する国際公
開第２００２／０８１９３４号は、エラストマーダイヤフラムを有する積層弁を説明する
。「ピーナッツ弁」と称された、これらの弁は、陰圧下で弁台を横断して流体を入れ、陽
圧で加圧されたときに閉鎖される。有利なことには、弁空洞が、デッドスペース容積を最
小限化するように輪郭腰部を伴って形成される。
【００１５】
Ｍａｔｈｉｅｓに対する米国特許第７４４５９２６号は、硬質基板の間に挟持された可撓
性ダイヤフラム層を伴う積層を説明する。ダイヤフラムが能動弁部材であるように、空気
圧チャネルおよび流体チャネルが、ダイヤフラム層の反対側に形成される（参考文献の図
１を参照）。開示されるダイヤフラム材料は、２５４マイクロメートルのＰＤＭＳ膜であ
る。弁本体は、典型的には、ガラス等の固体である。
【００１６】
Ｍｏｎｔａｇｕに対する米国特許出願第２００６／０２７５８５２号および第２０１１／
０２０７６２１号は、生物学的検定のための流体カートリッジを説明する。カートリッジ
は、流動通路を画定する、成形本体を含む。ラテックスダイヤフラムおよび缶入りダイヤ
フラムポンプが示されている（参考文献の図５を参照）。「圧延弾性ダイヤフラムポンプ
」部材（３）が、事前形成されたサブアセンブリとしてカートリッジに挿入され、市販さ
れている（Ｔｈｏｍａｓ　Ｐｕｍｐｓ、Ｍｏｄｅｌ　１１０１小型圧縮機、Ｓｈｅｂｏｙ
ｇａｎ，　Ｗｉｓ．　５３０８１）。弁は、ステッピングモータを使用して機械的に作動
させられる。したがって、弁は、適正な動作のために敏感で細心の調整を必要とするとい
う不利点を有する。
【００１７】
他のエラストマー弁およびポンプ構築物が公知である。シリコーン弁構築の実施例は、そ
の全てが弁およびポンプを形成するためのソフトリソグラフィプロセス（米国特許第７６
９５６８３号および第８１０４４９７号を参照）を例証する、米国特許第５４４３８９０
号、第６７９３７５３号、第６９５１６３２号、および第８１０４５１４号を含む。ＰＤ
ＭＳが、ダイヤフラムおよびポンプ本体を形成するために使用されてもよい。ラテックス
ゴムおよび非晶質ポリウレタンもダイヤフラム材料として使用されているが、耐化学性が
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、いくつかの用途のために十分ではない場合がある。
【００１８】
限定的ではないが、空気油圧回路に活用されていない性質を有するダイヤフラム材料の実
施例は、湿潤後にガス透過性かつ液体不透過性である部材を含む。弾性かつ通気性である
ダイヤフラム部材は、流体マイクロ回路技術の分野で知られていない。耐溶剤性を有し、
定位置形成ダイヤフラムに成形されることが可能である、ダイヤフラム部材は、知られて
いない。各種類の流体要素（弁、ポンプ、貯留部等）のためのダイヤフラム材料を独立し
て選択するための手段が知られていないため、他の潜在的なダイヤフラム材料は考慮され
ていない。
【００１９】
有利なことには、湿潤後にその通気性を保持する、ガス透過性ダイヤフラムは、行き止ま
り流体回路内でダイヤフラムの使用を可能にするであろう。有利なことには、事前形成さ
れたダイヤフラム部材を形成するように降伏する、耐溶剤性ダイヤフラムは、粒子状物質
の懸濁液を送出するため、および腐食剤、カオトロープ、または溶剤に暴露されたときに
漏出するポリウレタンダイヤフラムを交換し、したがって、ＰＣＲ中に温度要件を低減さ
せるためのエタノール、ホルムアミド、およびジメチルスルホキシド等であるが、それら
に限定されない、溶剤の使用を可能にするために使用される弁で用途を有する。
【００２０】
１つのそのような用途に適した材料は、別の用途に適していない場合がある。第１の実施
例として、弁ダイヤフラムが、微孔性のガス透過性フィルムから加工された場合に実行可
能ではない場合がある一方で、通気孔は、微孔性を必要とする。同様に、弾性を必要とす
るダイヤフラムは、低い降伏点を有するダイヤフラムによって容易に置換されない場合が
ある。特定の種類の流体要素のための材料の最適化は、各種類の流体要素を独立して最適
化することができる場合のみ利点を提供する。選択された発明の実施形態は、各種または
混合範囲の高度なダイヤフラム材料を、個々のカートリッジのポンプ、弁、フィルタ、通
気孔、およびキュベット膜に選択的に組み込む、製造方法を用いることなく実現すること
ができず、各種類の流体要素は、特異的な異種ダイヤフラム材料によって表される。種々
のダイヤフラム材料は、概して、薄膜で作製される。
【００２１】
弁およびポンプダイヤフラムの両方の工学は、材料のリストから選択可能である薄膜を使
用して流体デバイスの組立を可能にする、製造方法から利益を得ることができる。従来の
定位置接着方法は、大量生産に適しておらず、回路要素のさらなる小型化および密度の増
加に技術的障壁を生じさせた。本明細書で開示される組み合わせの独特の利点を考慮する
と、流体回路の各ダイヤフラム部材が、各個別回路要素の機能的要件に従って複数の利用
可能な材料から独立して選択される、流体回路を製造するために、プロセスが必要とされ
る。現在利用可能な方法は、診断検定等のための流体デバイスの使用において期待市場成
長を満たすために必要とされる製造規模で、単一のカートリッジ上の複数のダイヤフラム
材料から成るデバイスの大量生産を可能にしない。
【００２２】
進歩しているが、当技術分野では、マイクロ流体デバイス等の改良型流体デバイスの必要
性がある。本発明は、この利点および関連利点を提供する。
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【非特許文献】
【００２４】
【非特許文献１】Ｖａｎ　Ｌｉｎｔｅｌ,"Ａ　Ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｍｉｃｒｏ
ｐｕｍｐ　Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　Ｍｉｃｒｏｍａｃｈｉｎｉｎｇ　ｏｆ　Ｓｉｌｉｃｏｎ，
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"Ｓｅｎｓｏｒｓ　ａｎｄ　Ａｃｔｕａｔｏｒｓ，１９８８，１５：１５３－１６７
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００２５】
ダイヤフラム部材が単一のシートとして形成されないが、代わりに、形成されている回路
要素の種類に従ってダイヤフラムの材料を変化させることができるように、それぞれ個別
に堆積させられるように、雑多な複数の空気油圧ダイヤフラムを有する流体デバイスが開
示される。各カートリッジは、異なるダイヤフラム材料を有するサブセットおよび組み合
わせとしてグループ化される回路要素（弁、ポンプ、通気孔、フィルタ等）を含有する。
また、高スループット製造のための適応を伴って、「縁結合装飾法」として表すことがで
きるダイヤフラム印刷プロセスによる、これらのシステムの製造のための方法も開示され
る。
【００２６】
ダイヤフラムはさらに、その降伏点を過ぎてダイヤフラムフィルムを伸張させることによ
って、「定位置形成」プロセスを受けてもよい。弛緩後、これらのダイヤフラムは、それ
らが伸張させられる空洞の形状を保持する。このプロセスは、流体システムの初期組立お
よび筐体の閉鎖後に起こり、有利なことには、連続性または漏出欠陥を有する製品を識別
するための品質管理ステップとしての機能も果たす。過剰伸張したダイヤフラムもまた、
圧延または圧迫プロセス等によって機械的に形成されてもよい。事前伸張ダイヤフラムは
、向上した応答時間、増加したストローク量の一貫性、減少した流動抵抗を有し、このよ
うにして作製された弁は、より小さい内部容積およびより小さい設置面積を有する。
【００２７】
導入として、いくつかの実施形態が一例として例証される。各実施形態では、複数の雑多
なダイヤフラムサブタイプが、デバイスの中で組み立てられ、各ダイヤフラムサブタイプ
は、流体回路で価値のある独特の性質（弾性、非弾性、通気性、不透過性、耐化学性、感
破裂性等）を有する特定の材料で形成されており、いずれか１つのダイヤフラムサブタイ
プが、全ての所望の流体回路要素に適しているわけではない。これらの副次的組み合わせ
は、「定位置で印刷される」各種特殊ダイヤフラムを有する、流体回路の一般概念を例証
し、限定的であることを目的としておらず、すなわち、例証された副次的組み合わせは、
より大きい組み合わせに形成されてもよく、他の副次的組み合わせおよび組み合わせが、
これらの教示の背後の原則を実践することによって容易に達成される。
【００２８】
本発明のプロセスを使用して、特定の流体または空気圧機能に独自に適した性質を有する
、ダイヤフラムのサブタイプが、異種性質を有するダイヤフラムの他のサブセットと一緒
に容易に組み込まれる。個別化ダイヤフラム材料を有する回路要素の可能性として考えら
れる副次的組み合わせの完全リストは、広範となり、本発明の原則は、それによって限定
されないが、本明細書の開示から明白であることが容易に明白となるであろう。
（流体カートリッジ／流体回路）
【００２９】
別の実施形態では、２、３、４つ以上の層を有する、流体カートリッジが、機能的ユニッ
トに形成されている複数の雑多なダイヤフラム材料を含有する、流体回路の周囲に形成さ
れてもよい。例えば、２つの成形基板層および１つまたは２つのキャッピング層を有する
が、それらに限定されない、本発明の流体カートリッジが形成されてもよい。独特の３層
および４層流体カートリッジが、このプロセスによって形成され、製造を劇的に単純化す
る。４つの層を有する流体カートリッジが、以下で説明される理由により、特に好ましい
。
【００３０】
好ましくは、カートリッジは、空気圧加工物を収納する第１の成形部品と、流体加工物を
収納する第２の成形部品とを備える。ダイヤフラム部材は、それらが交差する流体工学部
から空気圧部を分離するように、および例えば、弁、ポンプ、通気孔、廃棄物容器、試薬
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貯留部、およびキュベットを形成するように、適正な位置合わせで２つの成形部品の間に
挿入される。このようにして、ダイヤフラムへの空気圧パルスの作用が、ダイヤフラムの
反対側で流体の運動または停止をもたらすように、構造が形成される。したがって、ダイ
ヤフラムは、流体側および空気圧側を有する。別様にデバイスの露出外面上にあるであろ
う、付加的な空気圧または流体特徴を密閉するために、キャッピング層が使用される。
（装飾法プロセスの説明）
【００３１】
本発明の生産プロセスでは、各ダイヤフラムが、空気圧空洞を有する基板上の島としてフ
ィルム層から切断され、切断プロセスは、少なくともダイヤフラム切り抜きを包囲する過
剰な材料が除去されるように、フィルム層と基板との間に溶接を形成する。第２のステッ
プでは、各ダイヤフラム部材の周囲の「エプロン」が第１および第２の基板の間で圧縮さ
れるように、油圧空洞を有する第２の基板が、第１の基板に融合または結合される。エプ
ロンは、ダイヤフラムの内部ウェブが結合されないことを可能にしながら、２つの基板層
の間でダイヤフラムの縁の周囲の圧縮または融合シールを可能にするように大きめに切断
される、ダイヤフラム部材の縁である。結果として生じるダイヤフラムは、それが被包さ
れる空洞のサイズによって定義される可動域を有する。
【００３２】
第１の基板内の空気圧空洞と第２の基板内の油圧空洞との間にダイヤフラムを配置するこ
とによって、動作可能な空気油圧マイクロ回路が構築される。対合空洞は、弁、ポンプ、
通気孔、フィルタ、抽出装置、廃棄物容器、試薬貯留部、およびキュベットとして機能し
てもよい。
【００３３】
ダイヤフラム材料のシートは、レーザ装飾法または高温ニップローラ装飾法を使用して、
ポリマー基板に溶接または鋲留めされてもよいが、レーザ装飾法は、プログラム可能な設
計に従って溶接を作製するように、加工物を覆ってレーザを誘導することができるという
利点を有する。
【００３４】
有利なことには、切断プロセスは、過剰な非結合ダイヤフラム材料を除去するよう、エア
ナイフまたは静電ローラを用いて協調的に行われる。これは、それぞれ独特の性質を有す
る離散ダイヤフラムが、高密度で印刷され得ることを確実にする。
【００３５】
本発明の好ましい実施形態では、ダイヤフラム材料は、フィルムから切断された個々のダ
イヤフラム部材を定位置に鋲留めするか、または融合するために、切断レーザが使用され
得るように、ロールまたはシートからフィルムとして供給され、第１の剛性または半剛性
基板と接触させられる。過剰な材料が除去され、ダイヤフラムの第１のサブセットが、基
板内の下層特徴（すなわち、空洞）と位置を合わせて、このようにして基板上に印刷され
る。第２回目のダイヤフラム印刷は、複数のダイヤフラム、すなわち、材料が組成的に異
なる、第１の材料で形成されるサブセット、および第２の材料で形成されるサブセットを
有する、基板をもたらす。所望であれば、付加的なダイヤフラムが定位置で印刷される。
【００３６】
いくつかの実施形態では、第２の基板の配置前に流体面上にスポットを印刷することによ
って、脱水試薬がカートリッジの中に事前に位置付けられてもよい。基板はまた、カート
リッジの組立前に表面処理、テクスチャ、または光学コーティングを用いて修正されても
よい。次いで、ダイヤフラムが２つの本体部品の間に挟持され、結合面が融合または結合
されるように、第２の基板部品が、その流体面上で第１の部品と接触させられる。
【００３７】
第３のステップでは、キャッピング層が、必要であれば、本体部品の外面に適用され、こ
れらの外面に形成された任意のチャネルまたはチャンバを密閉する。任意の通気孔または
サンプル入口穴は、概して、多くの場合、部品の間の溶剤、熱、分子、レーザ、または超
音波結合が実用的ではない、中間接着層またはＡＣＡ層を伴って、例えば、刻印または事
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前切断アップリケのロールからプロセスに供給される、キャッピング層に事前切断される
。
【００３８】
本発明の製品およびプロセスのこれらおよび他の特徴は、その全体が総合すると本発明の
明細書を形成する、以下に続く発明を実施するための形態、請求項、および同封の添付図
面によって、さらに完全に明白にされるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】図１は、本体層の間に挟持された複数のダイヤフラムを有する、カートリッジ本
体の分解概略図である。
【図２】図２は、種々の種類の流体要素を形成するための混合ダイヤフラム材料の使用を
示す、概略図である。
【図３】図３は、ダイヤフラム材料が、各回路要素またはサブタイプに従って独立して選
択される、空気圧動作型ダイヤフラム部材を含有する複数の回路要素サブタイプを有する
、流体カートリッジを製造するためのプロセスを説明する、ブロック図である。
【図４】図４は、カートリッジ基板上へのダイヤフラム部材の縁結合レーザ装飾法のため
の組立プロセスの概略図である。
【図５－１】図５Ａ－５Ｌは、レーザ装飾法を使用して４つの本体層を有するカートリッ
ジを作製するプロセスにおけるステップの図である。
【図５－２】図５Ａ－５Ｌは、レーザ装飾法を使用して４つの本体層を有するカートリッ
ジを作製するプロセスにおけるステップの図である。
【図６】図６は、それぞれ特異的な異種ダイヤフラム材料によって特徴付けられる、複数
の回路要素サブタイプを有する流体カートリッジを製造するためのプロセスのブロック図
である。
【図７－１】図７Ａ－７Ｌは、機械的装飾法を使用して４つの本体層を有するカートリッ
ジを作製するプロセスにおけるステップの図である。
【図７－２】図７Ａ－７Ｌは、機械的装飾法を使用して４つの本体層を有するカートリッ
ジを作製するプロセスにおけるステップの図である。
【図８】図８Ａは、積層によって構築されたカートリッジ本体を図示する。図８Ｂは、成
形特徴を有する４層カートリッジ本体を図示する。図示される流体要素は、流体装填のた
めの通気性ダイヤフラムを伴う行き止まりチャネルを図示する。
【図９】図９Ａ、９Ｂ、および９Ｃは、３つの倍率での通気性の微孔性ポリウレタンフィ
ルムの微細構造のグラフィック説明図である。
【図１０】図１０Ａおよび１０Ｂは、薄膜を伸張させるプロセスによって伸張させられて
いるダイヤフラム部材のレンダリングである。本プロセスは、弾性（すなわち、回復可能
）または非弾性（すなわち、材料の降伏点を超えることによって永久的変形をもたらす）
であり得る。弾性材料とは異なり、降伏ダイヤフラムサブタイプは、弾性的に回復しない
が、代わりに、過剰伸張したウェブを有する気泡またはブリスター形状を形成する。
【図１１】図１１は、積層本体内の空気圧駆動型マイクロポンプの切断図である。
【図１２】図１２Ａおよび１２Ｂは、直径が数ミリメートルあるマイクロポンプのための
定位置形成ダイヤフラム部材の平面図および立面図である。ポンプダイヤフラム部材は、
エラストマー、微孔性ポリマー、伸張可能ポリマーから、縁結合装飾法のプロセスによっ
て原位置で形成されてもよく、随意に、例えば、用途に従って、非弾性変形のプロセスが
後に続いてもよい。
【図１３】図１３Ａおよび１３Ｂは、降伏点を過ぎた伸張前（前）および後（後）の過剰
伸張可能ポリマーフィルムのポンプ駆出ストローク量を図示する。データが２つのダイヤ
フラム直径について提示される。
【図１４】図１４Ａおよび１４Ｂは、弁ダイヤフラムの「オン」および「オフ」空気圧制
御を示す、マイクロ弁構造の断面図である。弁ダイヤフラム部材は、エラストマー、微孔
性ポリマー、伸張可能ポリマーから、縁結合装飾法のプロセスによって原位置で形成され
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てもよく、随意に、例えば、流体回路の設計に従って、非弾性変形のプロセスが後に続い
てもよい。
【図１５】図１５は、成形本体特徴を伴う４層本体内のマイクロ弁の切断図である。
【図１６】図１６Ａおよび１６Ｂは、弾性的に回復可能または非弾性的に折り畳み式のブ
リスター形状の弁ダイヤフラムの平面図および立面図である。
【図１７】図１７は、ダイヤフラムを伴うマイクロ弁の４層本体構造の分解図である。
【図１８】図１８Ａおよび１８Ｂは、４層カートリッジ本体内のマイクロ弁の代替実施形
態の作用図である。弁は、減圧されたときに開放し、加圧されたときに閉鎖される。エラ
ストマーダイヤフラムが使用されるとき、弁は、減圧されたときに受動的に開放する。定
位置形成ダイヤフラムが使用されるとき、弁は、真空が空気圧空洞に印加されるまで閉鎖
される。
【図１９】図１９は、弾性的または非弾性的に形成することができるようなブリスター状
ダイヤフラムの斜視図である。一実施形態では、弁は、縁結合装飾法のプロセスによって
形成されてもよく、その後に、例えば、図５または７で概略的に実証されるような非弾性
変形が続く。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
本発明の前述および他の目的、特徴、および利点は、本発明の好ましい実施形態が一例と
して図示される、添付図面と併せて解釈される、以下の発明を実施するための形態を考慮
すると、より容易に理解されるであろう。しかしながら、図面は、例証および説明のため
にすぎず、本発明の限界の定義として意図されないことを明示的に理解されたい。本発明
を特徴付ける新規性の種々の特徴は、本開示に付属し、その一部を形成する請求項におい
て、詳細に指摘される。本発明は、必ずしも単独で取り上げられるこれらの特徴のうちの
いずれか１つに存在するわけではなく、むしろ特定される機能のためのその構造の全ての
特定の組み合わせに存在する。
【００４１】
ある用語が、以下の説明の全体を通して、特定の特徴、ステップ、および構成要素を指す
ために使用され、かつ制限ではなく、説明の用語として使用される。当業者であれば理解
するように、異なる個人が、異なる名称によって同一の特徴、ステップ、および構成要素
を指し得る。名称が異なるが、機能または作用は異ならない、構成要素、ステップ、また
は特徴は、区別可能ではなく、同等と見なされ、本発明から逸脱することなく、本明細書
で置換され得る。ある意味が、本発明者らによって意図されるように本明細書で定義され
、すなわち、それらは固有の意味を有する。本明細書で使用される他の言葉および語句は
、当業者に明白となるように、使用法と一致するような意味を帯びる。
（定義：）
【００４２】
「基板」とは、チャンバおよびチャネルを形成する空洞がエンボス加工または成形される
略平面を有する、本体層または部材を指す。
【００４３】
「マイクロ流体」とは、慣例により、５００マイクロメートル未満である、少なくとも１
つの臨界寸法を有する流体特徴を指す。臨界寸法の狭さは、流体流を支配する法則の根本
的変化をもたらす。流体マイクロ回路流体制は、ポアズイユ流または「層流」によって特
徴付けられる。
【００４４】
デバイスの「油圧加工物」は、検定の過程でサンプルまたは液体試薬によって湿潤させら
れることを目的としている、相互連通チャネルおよびチャンバの１つまたは複数のネット
ワークを含む。油圧ネットワークは、検定のステップを行うための流体副次回路を伴って
構成される。
【００４５】
デバイスの「空気圧加工物」は、空気圧作動型弁、ポンプ、およびダイヤフラムの１つま
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たは複数のネットワークを含み、デバイスの油圧部を電力供給および制御するために有用
である回路およびマニホールドを相互接続する。カートリッジデバイスの空気圧加工物は
、ホスト機器上の陽圧および陰圧源と、ならびに油圧ネットワーク内の液体を制御および
駆動する、弁、ダイヤフラム、ポンプ、および他の空気圧作動型要素と連動する。
【００４６】
本デバイスの空気圧加工物は、好ましくは、空気または窒素等のガスとともに操作される
と言われ得るが、同等の「空気圧」回路は、より一般的には、流体とともに操作され得、
流体は、シリコーン油、植物油、フッ化炭素液体、および同等物等の液体を含む、ガスま
たは液体から選択されることも着想される。したがって、本発明の１つの変形例では、空
気圧加工物は、液体の特性を有する「流体」とともに操作され、デバイスの動作は、当業
者によって容易に理解されるように、その他の点では、同等である。
【００４７】
デバイスの「流体加工物」は、検定の過程で湿潤させられる内部チャネルおよびチャンバ
の１つまたは複数のネットワークで形成される油圧加工物と、空気圧インターフェースを
介してホスト機器に由来する陽圧および陰圧源によって電力供給される制御およびポンプ
駆動回路で形成される空気圧加工物とを含む。
【００４８】
流体加工物は、流体副次回路に分割されてもよく、各副次回路は、液体サンプルまたは試
薬に特定の機能を果たすためのチャネルおよびチャンバを備える。流体副次回路は、（１
つまたは複数の核酸標的の抽出、増幅、および検出等のための）直列副次回路、およびサ
ンプルを分割することによる単一のサンプル上の複数の標的に対する同時検定等のための
並列副次回路およびネットワークに組織化されてもよい。「マイクロスケール」および「
流体」とは、ミリメートルまたはミリメートル未満の特徴を有するデバイスを指す。
【００４９】
「応力」は、歪みと関連付けられる単位面積あたりの内部または復元力であり、パスカル
またはメガパスカルの単位を有する。
【００５０】
「応力」は、外部から印加された応力に応答する、元の長さで除算した長さの変化の比Δ
Ｌ／Ｌ０であり、単位がない。これは、パーセントで求められる。
【００５１】
「降伏点」は、曲線が偏向するか、または水平になり、組成変形が始まり、したがって、
材料の「弾性限界」に対応する、応力・歪み曲線上の点である。降伏点に先立って、材料
は、印加された応力が除去されたときにその元の形状に弾性的に戻る。いったん降伏点を
通過すると、ある割合の変形が永久的かつ不可逆的となるであろう。
【００５２】
「降伏強度」および「降伏点」は、ＡＳＴＭ標準試験方法Ｄ８８２－１０（「８８２試験
方法」）で説明されるように、再現性について標準技法によって測定される。一貫性のた
めに、概して、１ミルフィルムが好ましい基板である。降伏強度は、不可逆的な変形を引
き起こすことなく材料で発生させることができる最大応力の指標である。降伏点は、不可
逆的な変形を引き起こすことなく材料で発生させることができる最大歪みの指標である。
実用的な理由により、降伏強度、歪み、弾性限界、および弾性係数の測定は、応力・歪み
図から実験的に定義される。
【００５３】
オフセット降伏強度は、オフセット線（弾性変形範囲を通して応力・歪み曲線の初期傾斜
と平行に描かれる）および応力・歪み曲線の交差点で図から読み取られる応力であり、オ
フセット線は、選択された値によって相殺される。プラスチックに対する相殺は、従来、
２％と見なされる。随意に、降伏は、時として、例えば、共同積層フィルムの場合に範囲
として示される。
【００５４】
「弾性」とは、変形を引き起こす負荷が除去されたときに、その元の形状に戻る材料の能
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力を指す。弾性は、概して、フックの弾性の法則によって説明されるように、ばね様サン
プル応答によりエネルギーを貯蔵および放出する能力である。歪みが印加された応力の増
加とともに直線的に増加する場合、材料は、純粋に弾性であるが、粘弾性質を示す材料等
のいくつかの材料では、応力・歪み関係は、直線的ではなく、サンプル応答は、負荷印加
の時間および速度に大きく依存している。
【００５５】
「弾性係数（Ｅｌａｓｔｉｃ　Ｍｏｄｕｌｕｓ）」とも称される「弾性係数（Ｅｌａｓｔ
ｉｃ　ｍｏｄｕｌｕｓ）」（Ｅ）は、歪みが完全に可逆的である、応力・歪み曲線の弾性
変形領域中で測定される傾斜である。「弾性係数」は、応力・歪み曲線で測定される初期
傾斜であり、材料の剛性の指標である。弾性係数は、完全に可逆的である伸張または変形
の範囲内の定数であり、したがって、フックの法則のばね定数と同等である。
【００５６】
「永久的変形」または「非弾性変形」は、伸長応力を受けた後に、材料がその元の長さに
戻ることができない、元の長さ寸法の割合として表される、長さ寸法の増加である。フィ
ルムの降伏強度または弾性限界より大きい応力を受けたとき、薄膜の永久的変形が起こり
得る。例えば、空洞またはフレームの一側面から別の側面までのウェブ径間長を有する薄
膜ダイヤフラムが、圧力によって伸張させられ、次いで、弛緩状態に戻って折り畳まれる
とき、ウェブ径間長は、ダイヤフラムがその降伏点を超えて受けた過剰伸張の量に従って
永久的に伸長させられ得る。「過剰伸張」は、単純に、材料がその降伏点を過ぎて伸張さ
せられていることを示す。
【００５７】
材料の「靱性」は、エネルギーを吸収し、破砕または破裂することなく塑性的に変形する
材料の能力であり、以下の積分に従って破壊点までの応力・歪み曲線下の総面積に関係付
けることができる。
【数１】

式中、εは、歪みであり、εｆは、破砕時の歪みであり、σは、応力である。Ｋの単位は
、単位体積あたりのエネルギーのものである。本発明の目的で、靱性は、具体的には、長
さで最大５０％の歪みを受け、それによって永久的に変形させられる材料の能力を示す。
この性質は、本明細書で説明されるような定位置形成プロセスによる空気圧要素の製造の
ために望ましい。
【００５８】
異なる材料の降伏強度、最大引張強度、および伸長率の相対規模の比較もまた、それらの
相対靱性の良好な指標を与えることができる。
【００５９】
「最上部」、「底部」、「上に」、「下に」、「上部」、「下部」、「上方」、「下方」
、「上向き」、「下向き」、「より上位」、「床」、「屋根」、「凸状」、「凹状」等は
、交差測鉛線に対して直角と見なされる、「地面」等の特定の基準系を参照するときに、
絶対位置または観点ではなく相対位置の指標である。
【００６０】
本明細書で開示されるような「方法」とは、説明された目的を達成するための１つ以上の
ステップまたは作用を指す。ステップまたは作用の特定の順番が実施形態の適正な動作の
ために必要とされない限り、特定のステップおよび／または作用の順番および／または使
用は、本発明の範囲から逸脱することなく修正されてもよい。
【００６１】
「従来の」とは、本発明が関連する技術で公知であり、かつ一般的に理解される、用語ま
たは方法指定を指す。
【００６２】
図１は、本発明の例証的カートリッジ１００の分解図である。カートリッジは、４つの層
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、すなわち、上から下に、第１のキャッピング層１０１、空気圧成形プレート層１０２、
流体（油圧）成形プレート層、および第２のキャッピング層１０３で形成される。２つの
成形プレートの間には、複数のダイヤフラムサブタイプ（１０５、１０６、１０７、１０
８、１０９）があり、ダイヤフラムは、それらの組成および関数に従ってサブタイプに形
成される。各種類の流体回路要素（ポンプ、弁、通気孔等）は、特定の機能的性質を有す
る特定の材料で形成されてもよい。油圧プレート層内の対応する空洞（１０６ａ、１０７
ａ、および１０８ａ）は、どのようにしてダイヤフラム構造が機能的回路要素に組み込ま
れるかという指標として示される。例えば、要素１０８は、弁ツリーを形成する弁のバン
クを表すことができる。要素１０９は、廃棄物チャンバ等を表してもよい。サンプル入口
１０５は、他の流体特徴を表すが、本体内の流体チャネル、ビア、および接続の詳細は示
されていない。
【００６３】
カートリッジは、マイクロスケールチャネル、空洞、およびチャンバを含む、油圧加工物
および空気圧加工物を含有する。サンプルおよび試薬液体は、カートリッジまたはカード
の油圧ネットワーク内で運搬され、流体流は、選択された接合部、チャネル、およびチャ
ンバに及ぶダイヤフラムにおいて油圧部と連動する空気圧ネットワークによって、制御お
よび駆動される。典型的には、カートリッジまたはカードの本体は、可撓性プラスチック
で作製され、積層、成形、またはそれらの組み合わせによって形成されてもよい。本体プ
ラスチックは、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、環状ポリオレフィン、
アクリレート、メタクリレート、ポリスチレン、ポリイミド、ポリシリコーン、ポリプロ
ピレン、高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、グラフトおよびブロック共重合体、
およびそれらの複合材料を含んでもよいが、それらに限定されない。好ましいカートリッ
ジは、ロールストックから作製され、その上に印刷された乾燥試薬を含む。他のそのよう
なカートリッジは、成形本体要素を含んでもよい。
【００６４】
カートリッジ１００は、種々の種類の回路要素が形成され、各種類の回路要素が特異的な
異種ダイヤフラム材料（凡例参照）を用いて形成される、図２で概略的に図示される。弁
２０５、試薬貯留部２０６、第１のポンプタイプ２０７、第２のポンプタイプ２０８、廃
棄物貯留部２０９等を表し得るように、４種類の回路要素が図示されている（２０５、２
０６、２０７、２０８、２０９）。
【００６５】
一実施形態では、能動ポンプダイヤフラムは、非弾性伸張が組立または使用中に起こるよ
うに降伏点を有する、ポリマーで形成されてもよい一方で、流体動力学に使用することが
できるエネルギーを貯蔵するように弾性的に伸張させられる、受動ポンプダイヤフラムは
、エラストマーで形成されてもよい。例えば、第１のポンプタイプ２０７は、過剰伸張し
たダイヤフラムで形成されてもよく、第２のポンプタイプ２０８は、微孔性エラストマー
で形成されてもよく、２ゾーン熱循環を伴うＰＣＲ等の診断用途で有用であるように、ポ
ンプ２０７からポンプ２０８へ能動的に駆動される流体が、ダイヤフラム２０８の弾性弛
緩によって受動的に返還されるように、第１のポンプタイプは、空気圧作動線によって駆
動され、第２のポンプタイプは、受動的に操作される。
【００６６】
ダイヤフラムは、概して、薄膜で形成され、随意に、定位置で鋳造されるが、好ましい方
法は、図３を参照して説明されるように縁結合装飾法によって定位置でそれらを印刷する
ことである。多種多様の薄膜が、ダイヤフラムに好適であり、本プロセスの強みのうちの
１つは、複数のダイヤフラム材料を利用することであり、各個別ダイヤフラムは、特定の
回路要素、回路要素の種類、またはサブタイプの要件に最も適したフィルム材料から加工
される。例えば、ポンプ要素として加工されるダイヤフラムのサブセット、および弁要素
として加工されるダイヤフラムの第２のサブセットがあってもよい。いくつかのポンプは
、弾性ダイヤフラムを使用してもよく、他のポンプは、以下で説明されるようにストロー
ク量を増加させるために、非弾性的に過剰伸張したダイヤフラムを使用してもよい。多く
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の場合において、ポンプおよび弁加工のために選択されるダイヤフラム材料は、異なるで
あろう。ポンプまたは弁のサブセットは、同一の回路内の他の流体要素では有用ではない
場合がある材料性質である、耐熱性、弾性、耐化学性、透過性等のために選択される、特
殊な材料を必要とし得る。
【００６７】
ダイヤフラム材料は、例えば、一連のポリウレタン（ＦＡＢＴＥＸ（Ｒ）という商標下で
販売されている微孔性ポリウレタンを含む）、低密度ポリエチレン／エチレン酢酸ビニル
／ポリ塩化ビニリデン／エチレン酢酸ビニルおよび低密度ポリエチレン積層（ＳＡＲＡＮ
ＥＸ（Ｒ）という商標下で販売されているような）、ＭＵＰＯＲ（Ｒ）という商標下で販
売されている多孔質ポリテトラフルオロエチレンフィルム、線状低密度ポリエチレン、エ
チレン酢酸ビニル、２軸延伸ポリエチレンテレフタレート、ポリ塩化ビニリデン、ポリイ
ミド、およびポリオレフィンを含む。１つのサブタイプは、変形の必要範囲にわたって完
全に弾性であり、別のサブタイプは、定位置形成ダイヤフラム要素を作製する際に超えら
れる降伏点を有する。降伏点が低すぎるため、またはヤング係数が高すぎるためのいずれ
かで、ある部材は、エラストマーダイヤフラムとして有用であるために十分に弾性ではな
い。さらに別のサブタイプは、微孔性かつ通気性である。いくつかのダイヤフラムは、親
水性であり、他のダイヤフラムは、疎水性である。ある用途については、感破裂性または
耐破裂性薄膜（ナイロン補強または共同積層を有するもの等）が使用される。マイクロ回
路内の各種類の流体要素のために最適化されたダイヤフラム材料を選択することによって
、回路の向上した驚異的な性質が実現される。
【００６８】
本体プレート部材または層（１０１、１０２、１０３、１０４）を形成するための材料は
、ポリエチレンテレフタレート（最も好ましくはＭＹＬＡＲ（Ｒ）として販売されている
２軸伸張ＰＥＴ）、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリイミド、ポ
リアミド、およびシリコーンゴムを含むが、それらに限定されない。
【００６９】
ダイヤフラム部材は、本体部材の対向表面上に対応する空洞を伴って、（位置合わせマー
ク２１０または当技術分野で公知であるような他の基準を使用して）位置を合わせて流体
プレートと空気圧プレートとの間に配列される。ダイヤフラムは、空気圧層に対してフィ
ルムのシートを接触させ、「切削溶接」と称されるプロセスである、基板上に材料を溶接
しながら各輪郭を切断することによって組み立てられてもよい。ダイヤフラムの形状は、
概して、それが覆って位置する空洞の輪郭によって判定される。空洞が密閉されるように
、余分な材料のビブまたはエプロンが各形状の周囲で切断される。切り抜きの間の過剰な
材料が、次いで、例えば、静電収集ローラまたはエアナイフを使用して、剥がされる。
【００７０】
図３は、単一のカートリッジ内の各種混合ダイヤフラム種類を形成するためのプロセスの
ブロック図である。組立における第１の段階は、ダイヤフラム部材を空気圧プレートに鋲
留めまたは溶接するために縁結合装飾法のプロセスを採用する。第２の製造段階では、選
択されたダイヤフラムが定位置で形成されてもよい。第１の段階および第２の段階は、別
々に考慮されるであろう。
【００７１】
第１の組立段階は、概念的にステップに分けることができる。一対の成形プレートが製造
され、流体回路の油圧加工物を画定する空洞およびチャネル特徴が、第１のプレートまた
は筐体の中へエンボス加工、成形、または積層され、空気圧回路の空気圧加工物を画定す
る空洞およびチャネル特徴が、第２の製造プレートまたは筐体の中へエンボス加工、成形
、または積層される。
【００７２】
次のステップでは、空気圧プレート１０１は、空気圧面を上にして自動プロセスに供給さ
れる。図４で概略的に示されるように、（ステーションＡにおける）第１のダイヤフラム
フィルム材料のシートが、空気圧面上に接触させられ、ロボットレーザが、ダイヤフラム
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の第１のサブセットを切削溶接するために使用される。形成される第１の回路要素は、例
えば、全ての弁ダイヤフラムを含むことができる。レーザ切断は、プラスチック基板への
ダイヤフラム部材の鋲留めまたは溶接の効果を有する。ダイヤフラムによって覆われる空
気圧空洞または特徴の外側穴縁を過ぎて延在する、各ダイヤフラム部材の周囲の余分な縁
またはエプロンを可能にして、各切断が行われる。このステップは、「レーザ縁結合装飾
法」、「レーザ縁溶接装飾法」、または単純に「レーザ装飾法」と称される。
【００７３】
第４のステップでは、（ステーションＢにおける）第２のダイヤフラム材料のシートが、
空気圧面上に接触させられ、ロボットレーザが、ダイヤフラムの第２のサブセットを切り
取るために使用される。これらは、例えば、弾性ダイヤフラムを有する流体要素の第２の
サブタイプを含み得る。
【００７４】
レーザ装飾法ステップは、流体回路に必要とされるほど多くのダイヤフラム材料のシート
またはロールを用いて繰り返すことができ、各シートまたはロールは、特定の種類のダイ
ヤフラムタイプに使用されるであろう、特異的材料である。
【００７５】
最終的に、流体工学プレート（カートリッジに含有される任意の乾燥試薬でスポット形成
または印刷されている）は、空気圧プレートに対して対面嵌合され、各プレート内の種々
の空洞を包囲する、対応する穴縁表面の間でダイヤフラム部材のエプロンを挟持し、２つ
のプレートがともに密閉されるように、融合または結合のプロセスが適用される。
【００７６】
２つの基板の融合は、例えば、超音波溶接によって、溶剤溶接によって、接着によって、
またはレーザ支援熱溶融によって完成する。基板のうちの１つに共有結合した表面エポキ
シド基の紫外線活性化と組み合わせて、プレートを加圧処理することによって、両面接着
剤層の使用を回避することができる。
【００７７】
このステップは、それらの弁およびポンプ空洞内に被包された動作可能な弁およびポンプ
ダイヤフラムアセンブリをもたらす。２つのプレートをともに結合または融合するプロセ
スでは、ダイヤフラム部材のエプロンは、ダイヤフラムが回路の空気圧および流体側を物
理的に分離するように、弁およびポンプ空洞の外壁に隣接して定位置で密閉される。
【００７８】
組立は、付加的なステップを伴ってもよい。回路特徴が融合プレートの外面上に取り出さ
れる場合、キャッピング層が、これらの特徴を封入するようにカートリッジ本体の反対側
の面上に適用される。
【００７９】
本デバイスは、連続性ならびに流体側および空気圧側の漏出について試験されてもよい。
流体側に過度の圧力を印加することによって、上を覆う空気圧空洞の形状に適合するよう
に、ダイヤフラムを定位置で伸張させることができる。これらのダイヤフラムは、弛緩し
たとき、気泡のようなテント状外観を有するであろう。これは、以下でさらに詳細に説明
されるように「定位置形成」ダイヤフラムプロセスを定義する。
【００８０】
図４は、ダイヤフラムの縁結合装飾法のための組立ラインプロセスの一部を図示する。こ
の概略図に示されるように、フィルム層を第１のワークステーション（ステーションＡ）
で基板の露出表面上に密接に接触させることができるように、ローラアセンブリの下で空
気圧カートリッジ本体１０１部材を運搬するために、組立ラインベルトが使用される。成
形部品の間でダイヤフラムを縁密閉するために使用されるであろう、縁の周囲の余剰分（
ここでは「エプロン」と称される）を可能にしながら、基板上の対応する空洞と密接に位
置を合わせてダイヤフラムの形状を切り取るために、ロボットレーザが使用される。我々
が見出したように、ダイヤフラムの切り抜きが定位置で鋲留めされ、またはポリウレタン
エラストマーおよびポリ塩化ビニリデンの場合のように基板に溶接され得るように、波長
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および電力出力を含む、レーザ切断プロセスの詳細を選択することができる。例えば、必
要であれば、エアナイフによって補助されるように、余分な材料が巻き取りローラ上に除
去される。カートリッジ組立は、第２のダイヤフラム材料が適用される、次のワークステ
ーション（ステーションＢ）へ進む。このようにして、いくつかの物質的に離散したダイ
ヤフラムのサブセットを有する製品を連続的に定位置で印刷することができる。
【００８１】
図に示されていない、次の動作では、空気基板プレートが圧基板プレートと対面噛合され
、２つは、ともに融合または結合され、したがって、仕上がった製品の内側にダイヤフラ
ムを被包する。ダイヤフラムは、空気圧空洞から、または大気排出孔から油圧空洞を分離
する。
【００８２】
試行錯誤で、レーザによって形状を切断するプロセスでプラスチック基板上に溶接または
鋲留めするために、選択された材料が見出されている。切削溶接は、典型的には、ＣＯ２

レーザ、Ｎｄ：ＹＡＧレーザ、ホルミウムレーザ、および最も好ましくは１．７～１０ミ
クロン範囲内の出力を有するレーザ等のレーザを用いて達成され、縁結合レーザ装飾法で
用途を見出す。ＣＯ２レーザは、約２ｕｍで出力を有する。出力を微細に集束することが
でき、溶接される表面上で吸収増進剤を必要とすることなく、ＣＯ２レーザより大きい深
度までポリマー材料と強く相互作用する帯域内にあるため、２ｕｍ出力を有するファイバ
レーザ（ツリウム（Ｔｍ）をドープし、かつホルミウム（Ｈｏ）をドープした二重被覆フ
ァイバを採用するもの等）が、特に好ましい。標的出力は、概して、１００ワット未満で
ある。
【００８３】
ほとんどのプラスチックは、紫外線から近赤外線まで延在する領域中でレーザ放射を吸収
しない。染料または補助吸収層の追加等によるポリマー感受性化によって、約２マイクロ
メートルを下回る波長でレーザ溶接（熱へのレーザ放射の変換）を行うことができる。し
かし、約１．７マイクロメートルで、プラスチックの固有の吸収率が振電励起により増加
する。我々は、レーザ縁溶接装飾法のための好ましいレーザ出力周波数が、１．７マイク
ロメートル～１０マイクロメートルの範囲内であることを見出した。２マイクロメートル
出力を有するファイバレーザの利点は、より高い電力およびビーム品質、より高い効率お
よび最小サイズ、高速ロボットワークステーションのための融通の利くファイバビーム送
達、および広範囲のポリマーにわたる有効性を含む。いくつかの用途では、切断速度は、
数メートル毎秒に接近する。必要であれば、異なるダイヤフラム材料を切断および縁結合
するために、異なるレーザが使用されてもよい。
【００８４】
高温ニップローラもまた、縁結合装飾法に有用であることが分かっており、ローラの鋭い
縁は、切断を行うこと、および基板上にフィルムを溶接することの両方の働きをする。し
かしながら、より密接な流体回路要素充詰および小型化の増大を可能にする、切断のより
微細な詳細および品質により、レーザ切断が好ましい。
【００８５】
より小さいダイヤフラム要素は、多くの場合、並行して複数の検定パネルを実行するため
に並列で操作される分岐回路に形成される、弁およびポンプアレイのより緊密な間隔を可
能にする。例えば、共通廃棄物容器を覆う、または試薬の空気圧分注のためのダイヤフラ
ムを有する試薬パックを覆うカバーとして、より大きいダイヤフラム要素が必要とされる
。特殊ダイヤフラム要素もまた、通気孔として、および光学キュベットとして使用される
。
【００８６】
ダイヤフラム層を空気圧基板部材１０１に取り付けることは、大抵は便宜上であり、試薬
が典型的には油圧基板上に印刷されるため好ましい。しかし、これは個人の選択の問題で
あり、本発明の実践を制限しない。
【００８７】
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図５Ａ－５Ｌは、４つの本体層を有するカートリッジを作製するプロセスにおけるステッ
プの図である。４層カートリッジプロセスは、随意に、種々のダイヤフラムタイプのレー
ザ装飾法のためのプロセスと、示されるようにある弁およびポンプダイヤフラムを過剰伸
張させるためのプロセスとを含んでもよい。
【００８８】
図５Ａでは、単一の成形本体部材が示されている。この例示的実施形態では、示される本
体部材は、油圧本体部材であり、湿潤可能弁およびポンプを形成するための流体特徴を含
有する。図５Ｂは、上に薄い層を追加する。図５Ｃでは、レーザ切削溶接プロセスが行わ
れ、余分な材料が切り取られる。図５Ｄでは、その降伏点のために選択されるダイヤフラ
ム材料を過剰伸張させるために、機械的指部が使用され、図５Ｆに示されるブリスター状
外観をもたらす。図５Ｇでは、第２の薄い層が第１の本体部材の上面を覆って適用される
。閉鎖端チャンバのために選択されるダイヤフラム材料は、微孔性エラストマーである。
余分な材料が、再度、図５Ｈおよび５Ｊに示されるような切断および溶接のプロセスによ
って除去される。次いで、空気圧本体層が定位置で結合され、２つの本体部材の間でダイ
ヤフラムをしっかりと挟持する。図５Ｋでは、キャッピング層が空気圧層を覆って配置さ
れる。このキャッピング層は、別様に空気圧層に含まれ得る、空気圧作動チャネルを含む
。最終的に、図５Ｌでは、第２のキャッピング層が油圧本体部材の下に配置される。両側
に特徴を伴って成形油圧および空気圧本体部材を形成することによって、キャッピング層
は、有利なことには、その製造を単純化する平坦なプレートである。
【００８９】
流体および空気圧プレート本体部材（概して、加圧ガスを受容するために意図された特徴
を有する、少なくとも１つの空気圧基板と、使用中に湿潤するために意図された流体特徴
を有する、少なくとも１つの油圧基板とを含む）は、成形のプロセスによって形成されて
もよく、ともに連動されたときに流体回路を形成する、流体または空気圧チャンバおよび
チャネルとしての機能を果たす空洞を伴う、少なくとも１つの表面上に刻印または成形さ
れる。流体プレート部材の流体面は、空気圧プレート部材の空気圧面と連動するように設
計される。個別ポンプ空洞は、筐体の流体および空気圧側の対合空洞から成ってもよく、
クラムシェルプロセスで組み立てられる。空洞がそのダイヤフラムの下で密閉される前に
、乾燥試薬およびビーズが、流体空洞の中へスポット形成または印刷される。完全に組み
立てられたとき、各ダイヤフラムは、流体チャンバまたはチャネルと空気圧チャンバまた
はチャネルとの間で連動し、概して、マイクロプロセッサのソレノイド作動型制御下にあ
る空気圧インターフェースによって供給される空気圧パルスの制御下で、流体回路を通し
て流体を移動させるために使用される。流体および空気圧本体部材はまた、例えば、図７
および１１で図示されるように、積層によって形成されてもよい。
【００９０】
有利なことには、流体および空気圧特徴はまた、付加的な回路特徴が一方または両方のプ
レートの外面上に位置し、すなわち、ともに融合または結合されるであろう面の反対側に
あり得るように、プレート基板を通って延在してもよい。これらのチャネルおよびチャン
バはまた、密閉されてもよく、これは、概して、「キャッピング層」を用いて行われる。
キャッピング層は、接着によって、または他の結合技法によって適用されてもよく、例え
ば、ポリエチレンテレフタレートまたは環状ポリオレフィンから成る。本体層を結合およ
び融合することは、部品の間に中間接着剤またはＡＣＡ（接着剤・コア・接着剤）層を適
用することによって達成されるが、好ましい方法は、可能であれば、溶剤、熱、分子、レ
ーザ、または超音波結合を含む。レーザ結合の近年の進歩は、隣接部品間の本質的に継目
のない融合をもたらす。
【００９１】
この段階で、製造が完了してもよく、または選択されたダイヤフラムを成形するために、
圧力駆動型「定位置形成」プロセスが使用されてもよい。キャッピング層を、ネガリリー
フの中に回路特徴を持つ任意の外面に追加することは、プロセスの任意の段階で完了して
もよい。
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【００９２】
図６は、それぞれ特異的な異種ダイヤフラム材料によって特徴付けられる、複数の回路要
素サブタイプを有する流体カートリッジを製造するためのプロセスのブロック図である。
【００９３】
図７Ａ－７Ｌは、４つの本体層を有するカートリッジを作製するプロセスにおけるステッ
プの図である。４層カートリッジプロセスは、随意に、種々のダイヤフラムタイプの機械
的装飾法のためのプロセスと、示されるようにある弁およびポンプダイヤフラムを過剰伸
張させるためのプロセスとを含んでもよい。
【００９４】
図７Ａでは、単一の成形本体部材が示されている。この例示的実施形態では、示される本
体部材は、油圧本体部材であり、湿潤可能な弁およびポンプを形成するための流体特徴を
含有する。図７Ｂは、上に薄い層を追加する。図７Ｃでは、切断プロセスが行われ、余分
な材料が切り取られる。切断プロセスはまた、熱結合等によって、２つのダイヤフラムを
本体部材に溶接または鋲留めする。図７Ｄでは、その降伏点のために選択されるダイヤフ
ラム材料を過剰伸張させるために、機械的指部が使用され、図７Ｆに示されるブリスター
状外観をもたらす。図７Ｇでは、第２の薄い層が第１の本体部材の上面を覆って適用され
る。閉鎖端チャンバのために選択されるダイヤフラム材料は、微孔性エラストマーである
。余分な材料が、再度、図７Ｈおよび７Ｊに示されるような切断および溶接のプロセスに
よって除去される。次いで、空気圧本体層が定位置で結合され、２つの本体部材の間でダ
イヤフラムをしっかりと挟持する。図７Ｋでは、キャッピング層が空気圧層を覆って配置
される。このキャッピング層は、別様に空気圧層に含まれ得る、空気圧作動チャネルを含
む。最終的に、図７Ｌでは、第２のキャッピング層が油圧本体部材の下に配置される。両
側に特徴を伴って成形油圧および空気圧本体部材を形成することによって、キャッピング
層は、有利なことには、その製造を単純化する平坦なプレートである。
【００９５】
流体および空気圧プレート本体部材（概して、加圧ガスを受容するために意図された特徴
を有する、少なくとも１つの空気圧基板と、使用中に湿潤するために意図された流体特徴
を有する、少なくとも１つの油圧基板とを含む）は、成形のプロセスによって形成されて
もよく、ともに連動されたときに流体回路を形成する、流体または空気圧チャンバおよび
チャネルとしての機能を果たす空洞を伴う、少なくとも１つの表面上に刻印または成形さ
れる。流体プレート部材の流体面は、空気圧プレート部材の空気圧面と連動するように設
計される。個別ポンプ空洞は、筐体の流体および空気圧側の対合空洞から成ってもよく、
クラムシェルプロセスで組み立てられる。空洞がそのダイヤフラムの下で密閉される前に
、乾燥試薬およびビーズが、流体空洞の中へスポット形成または印刷される。完全に組み
立てられたとき、各ダイヤフラムは、流体チャンバまたはチャネルと空気圧チャンバまた
はチャネルとの間で連動し、概して、マイクロプロセッサのソレノイド作動型制御下にあ
る空気圧インターフェースによって供給される空気圧パルスの制御下で、流体回路を通し
て流体を移動させるために使用される。流体および空気圧本体部材はまた、積層によって
形成されてもよい。
【００９６】
有利なことには、流体および空気圧特徴はまた、付加的な回路特徴が一方または両方のプ
レートの外面上に位置し、すなわち、ともに融合または結合されるであろう面の反対側に
あり得るように、プレート基板を通って延在してもよい。これらのチャネルおよびチャン
バはまた、密閉されてもよく、これは、概して、「キャッピング層」を用いて行われる。
キャッピング層は、接着によって、または他の結合技法によって適用されてもよく、例え
ば、ポリエチレンテレフタレートまたは環状ポリオレフィンから成る。本体層を結合およ
び融合することは、部品の間に中間接着剤またはＡＣＡ（接着剤・コア・接着剤）層を適
用することによって達成されるが、好ましい方法は、可能であれば、溶剤、熱、分子、レ
ーザ、または超音波結合を含む。レーザ結合の近年の進歩は、隣接部品間の本質的に継目
のない融合をもたらす。
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【００９７】
この段階で、製造が完了してもよく、または選択されたダイヤフラムを成形するために、
圧力駆動型「定位置形成」プロセスが使用されてもよい。キャッピング層を、ネガリリー
フの中に回路特徴を持つ任意の外面に追加することは、プロセスの任意の段階で完了して
もよい。
【００９８】
図８Ａは、積層によって構築されたカートリッジ本体７００を図示する。図８Ｂは、成形
特徴を有する４層カートリッジ本体７１０を図示する。図示される流体要素は、流体装填
のための通気性の微孔性ダイヤフラムを伴う行き止まりチャネルを図示し、回路は、出口
がないチャンバの中で終端する。流体は、入口（７０１、７１１）を通って、ここで示さ
れるチャンバに進入し、チャンバを充填するが、従来技術のダイヤフラムを有する、この
タイプのチャンバの中でガスを変位させることができない。しかしながら、エラストマー
である微孔性ポリウレタンのダイヤフラムを供給することによって、チャンバ内のガスは
、示されるようにダイヤフラムを通して排出され、通気孔（７０７、７１７）から退出す
る。いったん湿潤させられると、ダイヤフラムは、上流圧力下で流体進入により膨張し、
上流圧力が除去されたときに流体を受動的に放出し、したがって、受動ポンプシステムと
して挙動するであろう。
【００９９】
この種類のチャンバは、乾燥試薬がチャンバの中で貯蔵される、試薬追加に、および例え
ば、１つのポンプが空気圧で作動させられ、第２のポンプが、圧力下で（ダイヤフラムを
通してガスを排出している間に）充填され、次いで、そのばね力により流体を上流に受動
的に返還する、行き止まりチャンバであるように、一対のポンプが働かせられる、熱循環
に使用することができる。
【０１００】
図８Ｂのデバイスは、例えば、最初に油圧サブアセンブリ７１８を製造し、次いで、クラ
ムシェルの中で油圧サブアセンブリと第２のサブアセンブリ７１９との間にダイヤフラム
を挟持することによって、作製することができる。ダイヤフラムは、例えば、吹き込み成
形または真空形成のプロセスによって、所望であれば、別個のプロセスで作製され、次い
で、定位置で組み立てられてもよい。
【０１０１】
図９Ａ、９Ｂ、および９Ｃは、３つの倍率での通気性の微孔性ポリウレタンフィルムの微
細構造のグラフィック説明図である。多孔質の破砕細胞構造は、走査電子顕微鏡法によっ
て増加する倍率で容易に可視である。微孔性ポリウレタンは、「ＰＯＲＥＬＬＥ（Ｒ）」
膜（ＰＩＬ　Ｍｅｍｂｒａｎｅｓ　Ｌｔｄ，　Ｋｉｎｇｓ　Ｌｙｎｎ，　Ｎｏｒｆｏｌｋ
　ＵＫ）として販売されているフィルムを含む。これらのポリウレタンは、好ましくは、
疎水性であり得るが、親水性フィルムも有用であり得る。一実施例は、Ｐｏｒｅｌｌｅ　
３５５である。そのようなダイヤフラム部材は、所望であれば、エラストマーであるフィ
ルムから選択されてもよい。
【０１０２】
他の微孔性ポリマーも公知であり、同様に機能する。ＭＵＰＯＲ（Ｒ）（Ｐｏｒｅｘ，　
Ｆａｉｒｂｕｒｎ　ＧＡ）という商標下で販売されているポリテトラフルオロエチレン（
ＰＴＦＥ）の微孔性形態が、油圧を使用して定位置で容易にもたらされる。結果として生
じるダイヤフラムは、ガスに対する良好な透過性を有し、通気孔として使用することがで
き、疎水性は、所望であれば、水の漏出の選択的封鎖をもたらす。技術的問題に対する予
期しない解決策では、したがって、閉鎖端チャネルの中でダイヤフラム部材を形成するた
めに、微孔性ポリウレタンフィルムが使用されてもよく、末端チャンバの中への液体の進
入は、透過性ダイヤフラムを通して内在空気を直接排出することによってのみ可能である
。いくつかの用途では、これらのダイヤフラムは、最初に空気を放出するが、湿潤させら
れたとき、空気に対する透過性が実質的に減少させられ、したがって、閉鎖端チャネルの
ためのゼロ空気取り込み自己下準備ポンプに対するダイヤフラムであり、有利なことには
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、いったんライン内の全ての空気が排出され、フィルムが湿潤させられると、ポンプが能
動空気圧マイクロポンプになる。
【０１０３】
図１０Ａおよび１０Ｂは、薄膜を伸張させるプロセスによって伸張させられているダイヤ
フラム部材９００のレンダリングである。本プロセスは、弾性（すなわち、回復可能）ま
たは非弾性（すなわち、材料の降伏点を超えることによって永久的変形をもたらす）であ
り得る。弾性材料とは異なり、降伏ダイヤフラムサブタイプは、弾性的に回復しないが、
代わりに、減圧されたときに折り畳まれ得る、気泡またはブリスター形状（図１０Ｂに示
される９０２）を形成する。
【０１０４】
この場合、簡略化された空気圧基板が、その上に適用された円形ダイヤフラム切り抜きを
伴って示されている。切り抜きは、それを覆ってダイヤフラムが適用される空洞の周囲に
重複し、外側に延在する、明確に画定されたエプロン９０１を含む。エプロンの外縁は、
ダイヤフラムが入口９０３を通して加圧され得るように、下層の基板に結合される。
【０１０５】
圧力が空洞（ここでは切断図で示される）内から印加されるとき、ダイヤフラムフィルム
は、そのヤング係数に従って伸張するであろう。弾性材料は、圧力が除去されたときに反
発されるであろうが、印加された力によって超えられる降伏点を有する、その種類の材料
については、材料は、永久的に伸張および変形させられるであろう。これは、向上した待
ち時間を有する、「定位置形成」ポンプおよび弁を作製するように適用され得、ぴったり
と閉鎖される可能性が低い、「定位置形成」ダイヤフラムプロセスの基礎である。１つの
プロセスでは、ダイヤフラム材料は、それが押し進められる、空洞のメス型形状を帯び、
それと適合するように伸張させられる。したがって、薄膜材料の降伏点を超えるプロセス
については、図は、プラスチックフィルムを生じさせる定位置形成プロセスによって、ど
のようにしてダイヤフラムポンプを形成することができるかを実証する。伸張（下）およ
び未伸張（上）ダイヤフラムの間の封入量の差異は、ポンプの駆出ストローク量である。
したがって、製造のプロセスは、ポンプ動作のプロセスを模倣し、一貫したストローク量
を確保する。これは、最初に、弾性エラストマーではなかったが、耐化学性のために選択
されたフィルムで着目された。この種類の特定のフィルムは、その耐化学性のために高く
評価される、ポリエチレンの層の間に配置されるポリエチレンテレフタレートまたは塩化
ビニリデンサンドイッチの共同積層であった。この材料は、ＳＡＲＡＮＥＸ（Ｒ）という
商標下で販売されている。我々は、未使用フィルムの第１の駆出ストローク量が、通常の
使用条件下で、定位置で形成された伸張フィルムの第２または第３の駆出ストローク量よ
り有意に少ないことを発見した。
【０１０６】
図１１は、マイクロポンプ１１００の切断図である。エプロン１１０１を伴うダイヤフラ
ムは、凸状「気泡」またはブリスター外観１１１０を有することが分かる。ブリスターは
、非弾性の過剰伸張したダイヤフラムの場合では折り畳み式ブリスターであり、弾性ダイ
ヤフラムの場合では弾性ブリスターである。また、図では、空気圧収納部材（上層）と流
体収納部材（下層）との間でダイヤフラムを密閉するために使用されるエプロン１１０１
も示されている。本実施例でのエプロンは、積層構築を代表するように、デバイスの流体
面を空気圧面に結合する、接着剤層１１０２によって接触させられる。しかしながら、成
形部品の積層も着想され、したがって、混合ダイヤフラムデバイスを作製する際に使用さ
れる構築詳細は、変動させられてもよく、積層または成形に限定されない。
【０１０７】
図１２Ａおよび１２Ｂは、直径が数ミリメートルあるマイクロポンプのための定位置形成
ダイヤフラム部材の平面図および立面図である。ポンプダイヤフラム部材は、エラストマ
ー、微孔性ポリマー、伸張可能ポリマーから、縁結合装飾法のプロセスによって原位置で
形成されてもよく、随意に、例えば、用途に従って、非弾性変形のプロセスが後に続いて
もよい。
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【０１０８】
ストローク量成熟が、図１３Ａおよび１３Ｂに示されている。降伏点を過ぎた伸張前（前
）および後（後）の伸張可能プラスチックフィルムの駆出ストローク量は、ストローク量
の増大をもたらすことが示される。品質管理および動作の再現性の問題として、製品の放
出に先立って、この伸張プロセスを行うこと、またはこれらのダイヤフラムを有する流体
カートリッジの使用に先立って、現場で「ウォームアップ」動作を行うことが、有利であ
ることが証明されている。有利なことには、いったん完成すると、伸張したダイヤフラム
は、従来技術のポンプおよび弁では問題であったようにフィルムの弾性によってもはや抑
制されない、固定ストローク量とともに動作する。
【０１０９】
図１３Ａに示されるように、約１．０８ｃｍの直径を有するＳＡＲＡＮＥＸ（Ｒ）ダイヤ
フラムのための駆出ストローク量は、伸張することによって約９０マイクロリットル（前
）から１５０マイクロリットル（後）まで増加することが分かった。ポンプチャンバの公
称サイズは、さらなる伸張を制限し、製造された製品において高レベルの一貫性を確保す
る。
【０１１０】
同様に、図１３Ｂに示されるように、約０．８８ｃｍの直径を有するダイヤフラムは、伸
張前に５０マイクロリットル（前）および伸張後に約９０マイクロリットル（後）の駆出
ストローク量を有することが分かった。再度、フィルムは、ポンプチャンバのサイズによ
って、さらなる伸張を抑制された。伸張させられていたフィルムは、弛緩したときにポン
プチャンバの形状を成し、さらなる変形を伴わずに、このようにして貯蔵することができ
た。
【０１１１】
図１４Ａおよび１４Ｂは、弁ダイヤフラムの「オン」および「オフ」空気圧制御を示す、
マイクロ弁１３００構造の断面図である。弁ダイヤフラム部材は、例えば、エラストマー
、微孔性ポリマー、伸張可能ポリマーから、縁結合装飾法のプロセスによって形成されて
もよい。
【０１１２】
弁本体は、２つの外側キャッピング層と、空気圧プレート部材および流体プレート部材の
融合によって形成される成形コアとを含む、４つの層で形成される。キャッピング層は、
サブアセンブリの一部として示されており、油圧本体部材および底部キャッピング層は、
第１のサブアセンブリ１３１０を形成し、空気圧本体部材および最上部キャッピング層は
、第２のサブアセンブリ１３１１を形成する。ダイヤフラムは、２つのプレートの間に挟
持され、弁座上に静置する。弁座内の二重ポートを通って弁空洞に進入する、２つの流体
チャネルが示され、ポートは、弁台によって分離される。閉鎖位置では、弁ダイヤフラム
は、弁台上に着座し、１つのチャネルから別のチャネルへの流体流に抵抗するように加圧
される（空気圧作動ポート１３０５）。開放位置（図１４Ａ）では、ダイヤフラムは、弁
空洞の中へ後退させられ、流体は、弁台を横断して自由に流動することができる。
【０１１３】
マイクロ弁は、ここでは４つの層を伴って示されるプラスチック本体の中に形成される。
マイクロ弁は、弁空洞であって、弁空洞は、その間に弁空洞を封入する、第１の表面およ
び第２の表面によって画定され、第１の表面は、弁座を画定し、第２の表面は、空洞を境
界する穴縁で第１の表面に並置する、弁空洞と、その周囲で周辺的に画定されたエプロン
を伴うダイヤフラム部材であって、エプロンは、第２の表面から第１の表面を分離するよ
う、穴縁の下で本体に密閉されて挿入される、ダイヤフラム部材と、第１のポートで弁座
を通して弁空洞に進入する、第１の流体チャネルと、第２のポートで弁座を通して弁空洞
に進入する、第２の流体チャネルと、第１のポートと第２のポートとの間の第１の表面上
で画定される、弁台とを含み、さらに、ダイヤフラム部材は、弁台に対して可逆的に偏向
させられ、かつ弁台から後退させられ、それによって、第１のチャネルと第２のチャネル
との間の流体流を可能にするか、または可能にしないための「オン」位置および「オフ」
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位置を有することが可能である。
【０１１４】
マイクロ弁はさらに、その中に被包されたダイヤフラム部材の種によって特徴付けられて
もよい。ダイヤフラム材料は、例えば、弁の第１の作動が、フィルムを永久的に変形させ
て、空洞表面のメス型輪郭に定位置で一致するように降伏強度を有する、共同積層プラス
チックフィルム、ポリエチレンの層の間に配置され、ＳＡＲＡＮＥＸ（Ｒ）という商標下
で販売されている塩化ビニリデンポリマー層を有するフィルム、低密度ポリエチレン／エ
チレン酢酸ビニル／ポリ塩化ビニリデン／エチレン酢酸ビニルおよび低密度ポリエチレン
を含むフィルム、湿潤させられたときでさえも空気圧に応答してガスが双方向性に伝送さ
れるような通気性プラスチックフィルム、疎水性、微孔性、ガス透過性のポリウレタンか
ら成るフィルム、またはＦＡＢＴＥＸ（Ｒ）から成るフィルムであってもよいが、それら
に限定されない。疎水性液体不透過性／ガス透過性障壁フィルム、通気孔、および通気性
ダイヤフラムを作製する際に、例えば、ＳＡＲＡＮＥＸ（Ｒ）、すなわち、ポリ塩化ビニ
リデンエチレン酢酸ビニルが、それらの定位置形成性質のために、ＦＡＢＴＥＸ（Ｒ）が
、それらの弾性のために、ＦＡＢＴＥＸ（Ｒ）のグレードが、それらの通気性のために選
択される。ダイヤフラム材料としての適用のために、線状低密度ポリエチレン、エチレン
酢酸ビニル、２軸延伸ポリプロピレン、ポリ塩化ビニリデン、微孔性ポリウレタン、ポリ
プロピレン、およびポリオレフィンが関心となる。
【０１１５】
図１５は、成形本体特徴を伴う４層本体内のマイクロ弁の切断図である。入口１４０１、
出口１４０２、および空気圧作動ポート１４０３が示されているが、入口および出口の標
識は恣意的である。降伏ダイヤフラムを有する、一実施形態では、弁ダイヤフラムは、減
圧後にその伸張形状を保持し、したがって、「開放」位置で使用するために供給される。
空気圧制御線を通した圧力の印加は、弁座に対してダイヤフラムを折り畳み、急速に弁を
「オフ」にする。
【０１１６】
平面および立面図は、エプロン１４０５、および略「ピーナッツ」形状を有する弾性的に
回復可能または非弾性的に折り畳み式ブリスター形状１４１０でのダイヤフラムウェブを
伴う、弁ダイヤフラムを示す。ピーナッツ形状は、図１６Ａでより明確に見ることができ
る。図１６Ｂは、流体マイクロ弁のための定位置形成ダイヤフラム部材の立面／斜視図で
ある。
【０１１７】
図１７は、マイクロ弁１６００の斜視での切断図である。この場合、弁の設置面積は、弁
台を境界する明白な腰部を伴う、略ピーナッツ形状を有する。弁本体は、４つの本体層、
すなわち、最上キャッピング層１６０１、空気圧層１６０２、弁座を伴う油圧層１６０３
、ならびに、ここでは入口１６０５および出口１６０６チャネルを伴って示される底部キ
ャッピング層１６０４で形成される。また、空気圧空洞１６０７および作動ポート１６０
８も描写されている。ダイヤフラム１６１０は、膨張させられたときに特徴的なブリスタ
ー外観を有する。ダイヤフラムは、吸引が吸引ポート１６０８を通して印加されるときに
ブリスターが現れ、弛緩したときに弁座上で平坦に静置するように、エラストマーであっ
てもよい。代替として、ダイヤフラムは、その弾性限界を過ぎてそれを伸張させるプロセ
スによって降伏させられている、ポリマーであってもよい。本方法は、構築中の流体回路
の性質に従って、ダイヤフラム材料の選択を可能にする。
【０１１８】
図１８に示されるように、本発明の実施形態は、流体的に「開放」しているか、または出
荷されるときに流体的に「オフ」である、ゼロのデッドスペースを有するマイクロ弁を挿
入するために使用されてもよい。流体側への圧力パルスの印加（随意に、空気圧側のゼロ
または吸引圧力）は、弁が開放することを容易に可能にする（図１８Ａ）。「オフ」弁構
成は、図１８Ｂに示される通りである。
【０１１９】
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弁は、積層によって、またはここで示されるように成形本体部品の融合によって構築され
てもよい。ここでは、最上キャッピング層１７０２、ダイヤフラム１７０１、空気圧本体
層１７０３、油圧層（１７０４ａ、１７０４ｂ）、および底部キャッピング層１７０５が
示されている。また、弁座１７０７、空気圧空洞１７０８、油圧空洞１７０９、第１の流
体チャネル１７１０、第２の流体チャネル１７１１、および空気圧作動回路１７１２も示
されている。黒い矢印は、弁が「開放」位置にあるときの流体流を示す（図１８Ａ）。両
方向矢印は、流体流が弁座１７０７上の膨張したダイヤフラムによって遮断される、「開
放」位置から「オフ」位置への遷移を示す。手短に言えば、弁は、受動的に開放するよう
に操作されてもよく、当技術分野での進歩である。
【０１２０】
図１９は、デバイス１７００の本体内で定位置に形成されるように、定位置で降伏した２
裂片伸張ダイヤフラムまたは「ブリスター」の図であり、マイクロ弁の油圧空洞および空
気圧空洞を密閉して分離するために縁の周囲で本体層の間に挟まれるように、エプロン１
７２１によって包囲される。
【０１２１】
図１８を参照すると、マイクロ弁を形成する４層本体が示されている。ダイヤフラム層は
、両方とも成形部品である、空気圧本体部材と油圧本体部材との間に挟持される。最上部
および底部上のキャッピング層が、本体コアの外面（中心の２つの層）上で補助回路を密
閉するために必要とされる。したがって、随意に、中間ＡＣＡ接着剤層を伴わずに組み立
てられ得る、４層デバイスが実現される。ダイヤフラムは、エラストマーであってもよく
、またはその降伏強度を超えて降伏させられている過剰伸張ポリマーであってもよい。
（参照による組み込み）
【０１２２】
本明細書、および米国特許出願第６１／７４５，３３５号を含むが、それに限定されない
関連出願データシートで参照される、米国特許、米国特許出願公開、米国特許出願、外国
特許、外国特許出願、および非特許出版物の全ては、それらの全体で参照することにより
本明細書に組み込まれる。
【０１２３】
文脈が別様に要求しない限り、本明細書および以下に続く請求項の全体を通して、「備え
る（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」という言葉、ならびに「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」およ
び「を備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」等のその変形例は、限定されていない包括的な
意味で、つまり、「～を含むが、それらに限定されない」として解釈されるものである。
請求項で使用されるような「１つの（ａ、ａｎ）」という用語は、複数を除外しない。
【０１２４】
添付の請求項は、そのような制限が「するための手段」という語句を使用して所与の請求
項で明示的に記載されない限り、手段および機能の制限を含むものとして解釈されるもの
ではない。
【０１２５】
本明細書では、本発明の好ましい実施形態の十分かつ完全な開示が提供されているが、本
発明を、図示および説明される正確な構築、寸法関係、および動作特徴に限定することは
所望されない。種々の修正、代替構築、変更、および均等物が、当業者に容易に想起され
、本発明の真の精神および範囲から逸脱することなく、好適であるように採用されてもよ
い。そのような変更は、代替構成要素、構造配列、サイズ、形状、形態、機能、動作特徴
、または同等物を伴い得る。
【０１２６】
一般に、以下の請求項では、書面による説明で使用される用語は、請求項を例証のために
本明細書で説明される具体的実施形態に限定すると解釈されるべきではないが、そのよう
な請求項が享受する均等物の全範囲とともに、具体的および一般的の両方である、全ての
可能な実施形態を含むと解釈されるべきである。したがって、請求項は、本開示によって
制限されない。
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